
 

 

「伊勢崎市開発審査会提案基準に関する提案基準改正（案）」（概要） 

 
１ 改正の趣旨 

市街化調整区域の実情に沿った円滑な制度の運⽤を図るため、伊勢崎市開発審
査会提案基準を改正します。 
 

２ 改正の概要 

   伊勢崎市開発審査会提案基準１８に規定する「地域利便施設」における⽴地基
準の変更及び指定幹線道路の追加指定の内容を改正します。 

これに伴い、市⺠のみなさまのご意⾒を募集するものです。 
 

３ 対象となる基準 
伊勢崎市開発審査会提案基準 
・提案基準１８ 地域利便施設（改正） 
 

４ 施行期日 

令和６年６⽉１⽇（予定） 


